
個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書 対照表 

新 旧 

 

委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書に定めのない事項について、この特記

仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 

また、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報

保護法」という。）第２条第１項に定める個人情報（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番

号利用法」という。）第２条第９項に定める特定個人情報を含む。以下同じ。）を取

り扱う場合は、個人情報保護法その他関係法令の規定に従い、個人の権利利益を侵

すことのないよう最大限努めなければならない。 

 

１ 個人情報等の定義 

(1) （現行のとおり）  

(2) この特記仕様書において「特定個人情報」とは、番号利用法第２条第５項

及び第９項に定義する個人番号及びこれらの個人番号をその内容に含む特定個

人情報と同等の水準により管理された個人情報をいう。 

(3) （現行のとおり）  

 

２から７ （現行のとおり） 

 

（令和７年４月） 

 

 

委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書に定めのない事項について、この特記

仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 

また、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保

護法」という。）第２条第１項に定める個人情報（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号

利用法」という。）第２条第８号に定める特定個人情報を含む。以下同じ。）を取り

扱う場合は、個人情報保護法その他関係法令の規定に従い、個人の権利利益を侵す

ことのないよう最大限努めなければならない。 

 

１ 個人情報等の定義 

(1) （略） 

(2)  この特記仕様書において「特定個人情報」とは、番号利用法第２条第５項

及び第８項に定義する個人番号及びこれらの個人番号をその内容に含む特定

個人情報と同等の水準により管理された個人情報をいう。 

(3) （略） 

 

２から７ （略） 

 

（令和６年 12月） 

 

 

 


